
 

 

 

 

 

 

 

平成２８年第１回定例会３月議会提出議案概要書(３) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 部 法 務 課総 務 部 総 務 課 

              財 務 部 財 政 課 



議 案 目 録 

 

議案第 ５ ３ 号  明石市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

制定のこと 

〃 第 ５ ４ 号  明石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定のこと 

〃 第 ５ ５ 号  明石市公営企業管理者の設置及び給与等に関する条例の

一部を改正する条例制定のこと 

〃 第 ５ ６ 号  平成２７年度明石市一般会計補正予算（第５号） 

〃 第 ５ ７ 号  二見浄化センター汚泥焼却設備保全工事請負契約のこと 

 



－1－ 

議案第 ５ ３ 号 
明石市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

制定のこと  

１ 要  旨 

本市の地域手当の支給率を、国の地域指定率（国基準）に準じて改める

とともに、昨年度及び本年度の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定

の取扱いに準じて、本市一般職の職員の給与制度の見直し等を図るほか、

所要の整備を図ろうとするもの。 

 

２ 内  容 

(１) 改正する条例 

 ア 明石市職員の給与に関する条例 

 イ 明石市一般職の任期付職員の採用並びに勤務時間及び給与等に関す

る条例 

 ウ 明石市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成１９

年改正） 

 エ 明石市職員退職手当条例 

 オ 明石市立学校職員の給与等に関する条例 

 カ 明石市職員の特殊勤務手当に関する条例 

 キ 明石市立学校職員の特殊勤務手当に関する条例 

(２) 地域手当の改定 

  （現行）８％ → （改正）６％ 

(３) 給料表の改定 

（給料月額が減額された職員については、平成２９年度末まで経過措

置として現給保障を行う。） 

(４) 勤勉手当の支給率の引上げ 

 ア 平成２７年度１２月期 

（現行）１００分の７５ → （改正）１００分の８５ 

 イ 平成２８年度６月期以降 

    （現行）１００分の８５ → （改正）１００分の８０ 
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(５) 管理職の減額措置の廃止 

     平成２２年度から実施している５５歳を超える管理職の給料月額等

の減額措置を、平成２９年度末で廃止する。 

(６) 現給保障措置の廃止 

     平成１９年の給与構造改革（給料月額の引下げ）の際に導入された

現給保障措置を、平成２９年度末で廃止する。 

(７) 退職手当調整額の引上げ 

     職責に応じて支給される退職手当調整額を引き上げる。 

(８) 任期付職員の給料月額の増額 

     一定期間勤務した任期付職員の給料月額の増額措置を規定する。 

(９) 等級別基準職務表を規定 

   規則又は教育委員会規則で定めていた等級別基準職務表を条例にお

いて定める。 

  (１０) 市立高等学校教員の給料の減額措置の廃止 

(１１) その他所要の整備 

 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日から施行する。ただし、２の(４)のアは公布の日か

ら施行し、平成２７年１２月１日から適用する。 
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議案第 ５ ４ 号 
明石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定のこと  

１ 要  旨 

本年度の人事院勧告を踏まえた本市一般職の職員の給与改定の取扱いに

準じて、本市特別職の職員の期末手当の支給率を引き上げるほか、兵庫県

市町村職員退職手当組合の取扱いに準じて、退職手当の支給割合を引き下

げようとするもの。 

 

２ 内  容 

(１) 期末手当の支給率の引上げ 

ア 平成２７年度１２月期 

  （現行）１００分の２１０ → （改正）１００分の２２０ 

イ 平成２８年度以降 

  (ア) ６月期 

  （現行）１００分の１９５ → （改正）１００分の２００ 

  (イ) １２月期 

  （現行）１００分の２２０ → （改正）１００分の２１５ 

(２) 退職手当の支給割合の引下げ 

職員の区分 現  行 改  正 

市 長 １００分の４１ １００分の４０ 

副市長 １００分の２５ １００分の２４ 

教育長 １００分の２２ １００分の２１．５ 

常勤の監査委員 １００分の１８．５ １００分の１８ 

 

３ 施行期日 

  平成２８年４月１日から施行する。ただし、２の(１)のアは公布の日か

ら施行し、平成２７年１２月１日から適用する。 
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議案第 ５ ５ 号 
明石市公営企業管理者の設置及び給与等に関する条例の

一部を改正する条例制定のこと  

１ 要  旨 

本年度の人事院勧告を踏まえた本市一般職の職員の給与改定の取扱いに

準じて、本市公営企業管理者の期末手当の支給率を引き上げるほか、兵庫

県市町村職員退職手当組合の取扱いに準じて、退職手当の支給割合を引き

下げようとするもの。 

 

２ 内  容 

(１) 期末手当の支給率の引上げ 

ア 平成２７年度１２月期 

  （現行）１００分の２１０ → （改正）１００分の２２０ 

イ 平成２８年度以降 

  (ア) ６月期 

  （現行）１００分の１９５ → （改正）１００分の２００ 

  (イ) １２月期 

  （現行）１００分の２２０ → （改正）１００分の２１５ 

(２) 退職手当の支給割合の引下げ 

   （現行）１００分の２０ → （改正）１００分の１９．５ 

 

３ 施行期日 

  平成２８年４月１日から施行する。ただし、２の(１)のアは公布の日か

ら施行し、平成２７年１２月１日から適用する。 
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議案第 ５ ６ 号 平成２７年度明石市一般会計補正予算（第５号） 

今回の補正は、歳出で、国の補正予算による補助事業の承認に伴い、エレ

ベーター設置及び便所改修にかかる小中学校施設整備事業費の追加を行う

とともに、歳入では、国庫支出金及び市債を追加するもの。 

また、併せて、繰越明許費の変更を行うもの。 
 

〔 補正額 238,000 千円    補正後 105,690,745 千円 〕 
 

歳 入     

国 庫 支 出 金 123,800 千円  教育費国庫補助金  

市 債 114,200 千円 教 育 債  

歳 出    

投 資 的 経 費 238,000 千円 中 学 校 施 設 
整 備 事 業 費 

132,000 千円 

  小 学 校 施 設 
整 備 事 業 費 

106,000 千円 

 

繰越明許費  

  

変 更 分 

事 業 名 
金額（千円） 

補正前 補正後 

小学校施設整備事業 13,000 119,000 

中学校施設整備事業 705,500 837,500 
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議案第 ５ ７ 号 二見浄化センター汚泥焼却設備保全工事請負契約のこと  

１ 工事概要 

種 別 内  容 備  考 

下 水 処 理

施 設 機 械

工 事 あ あ

あ 

保全工事一式 ２号汚泥焼却炉、２号炉空気加熱

器、２号炉バグフィルター、解砕

機、乾燥用排ガスサイクロン、乾

燥汚泥供給装置等 

 

２ 請負金額  金 ２２４，５７７，３６０円 

 

３ 相 手 方  神戸市中央区東川崎町３丁目 1 番 1 号 

         川崎重工業株式会社  

        取締役社長 村 山  滋  

 

 ４ 支払条件  平成２８年度   金 ６６，６９８，６４０円以内 

平成２９年度   金 ６６，６９８，６４０円以内 

平成３０年度       残    額 

 

（参考） 

  工事期限  平成３１年３月３１日 
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